
【利用者負担第１段階】（老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方及び生活保護受給者） 30

基本単価 各加算

介護度１ 589 1,060 31,788

介護度２ 659 1,139 34,182

介護度３ 732 1,223 36,679

介護度４ 802 1,302 39,073

介護度５ 871 1,381 41,432

【利用者負担第２段階】（住民税非課税世帯で所得８０万円以下の方）

基本単価 各加算

介護度１ 589 1,580 47,388

介護度２ 659 1,659 49,782

介護度３ 732 1,743 52,279

介護度４ 802 1,822 54,673

介護度５ 871 1,901 57,032

【利用者負担第３段階①】（住民税非課税世帯で所得８０万円超１２０以下の方）

基本単価 各加算

介護度１ 589 1,840 55,188

介護度２ 659 1,919 57,582

介護度３ 732 2,003 60,079

介護度４ 802 2,082 62,473

介護度５ 871 2,161 64,832

※昭寿苑ではオムツ代や洗濯代はいただいておりません。

30日あたりの料金
介護度
区分

介護サービス費（日額）

30

金銭
管理料
（日額）

特別養護老人ホーム昭寿苑（長期入所）　利用料表（R7.4.1～）　事業所向け

金銭
管理料
（日額）

1日当たり
の料金（目

安）

30

介護度
区分

430

1日当たり
の料金（目

安）

金銭
管理料
（日額）

1日当たり
の料金（目

安）

食事代
（日額）

居住費
（日額）

介護度
区分

介護サービス費（日額）

介護サービス費（日額）
食事代
（日額）

・サービス提供体制加算（Ⅱ）　18
・精神科医療養指導加算 5
・看護体制加算（Ⅰ）イ　6
・夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ　22

合計　51

・協力医療機関連携加算　月　50
＊初期加算　30（入所してから30日間のみ）
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （月額の14.0％）
＊療養食提供の場合は別途　18

300 0

・サービス提供体制加算（Ⅱ）　18
・精神科医療養指導加算 5
・看護体制加算（Ⅰ）イ　6
・夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ　22

合計　51

・協力医療機関連携加算　月　50
＊初期加算　30（入所してから30日間のみ）
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （月額の14.0％）
＊療養食提供の場合は別途　18

390

居住費
（日額）

30日あたりの料金

食事代
（日額）

居住費
（日額）

30日あたりの料金

430 30

・サービス提供体制加算（Ⅱ）　18
・精神科医療養指導加算 5
・看護体制加算（Ⅰ）イ　6
・夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ　22

合計　51

・協力医療機関連携加算　月　50
＊初期加算　30（入所してから30日間のみ）
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （月額の14.0％）
＊療養食提供の場合は別途　18

650



【利用者負担第３段階②】（住民税非課税世帯で所得120万円超の方）

基本単価 各加算

介護度１ 589 2,550 76,488

介護度２ 659 2,629 78,882

介護度３ 732 2,713 81,379

介護度４ 802 2,792 83,773

介護度５ 871 2,871 86,132

【利用者負担第４段階】（第1段階から第3段階までに該当しない方）

基本単価 各加算

介護度１ 589 3,120 93,588

(2割負担） 1,178 3,849 115,476

(3割負担） 1,767 4,579 137,364

介護度２ 659 3,199 95,982

(2割負担） 1,318 4,009 120,264

(3割負担） 1,977 4,818 144,546

介護度３ 732 3,283 98,479

(2割負担） 1,464 4,175 125,258

(3割負担） 2,196 5,068 152,037

介護度４ 802 3,362 100,873

(2割負担） 1,604 4,335 130,046

(3割負担） 2,406 5,307 159,219

介護度５ 871 3,441 103,232

(2割負担） 1,742 4,492 134,764

(3割負担） 2,613 5,543 166,296

※昭寿苑ではオムツ代や洗濯代はいただいておりません。
※高額介護サービス費について

　　各市町村への申請により、介護サービスを利用して支払った1割から3割の自己負担額の一部が所得に

　　応じて、高額介護サービス費として支給（払い戻し）される制度があります。

介護度
区分

介護サービス費（日額）

食事代
（日額）

居住費
（日額）

金銭
管理料
（日額）

1日当たり
の料金（目

安）

301,445 915

30日あたりの料金

・サービス提供体制加算（Ⅱ）　18
・精神科医療養指導加算 5
・看護体制加算（Ⅰ）イ　6
・夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ　22

合計　51

・協力医療機関連携加算　月　50
＊初期加算　30（入所してから30日間のみ）
＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （月額の14.0％）
＊療養食提供の場合は別途　18

・サービス提供体制加算（Ⅱ）
　                  　 18（36）（54）

・精神科医療養指導加算
            　　　　    5（10）（15）

・看護体制加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　6（12）（18）

・夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　22（44）（66）
　
　　　　　　　　　　　合計　　　64（128）（192）

＊協力医療機関連携加算　月50

＊初期加算（入所してから30日間のみ）
　　　　　　　　　　30（60）（90）

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （月額の14.0％）

＊療養食提供の場合は別途　18（36）（54）

金銭
管理料
（日額）

1日当たり
の料金（目

安）

1,360 430 30

介護度
区分

介護サービス費（日額）
食事代
（日額）

居住費
（日額）

30日あたりの料金



(　　　　　様）（以下「契約者」という。）と、社会福祉法人昭和ふくし会特別養護

　老人ホーム昭寿苑施設長　菅原則次（以下「事業者」という。）は、（　　　　様）

　　（以下「利用者」という。）に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次　　

　　 のとおり契約します。　　　

（契約の目的）

第１条     事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、介護老人福祉施設サ

　　　ービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払い

　　　ます。

（契約期間）

第２条   この契約期間は、 令和　年　月　日 から利用者の要介護認定の有効期間

　　　　満了日までとします。

　　２　契約満了日の７日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約満了

　　　の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者（要介護１～　

　　　要介護５）と認定された場合、契約は更新されるものとします。

（施設サービス計画）

第３条　事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます

　　　　①利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、

　　　　介護福祉施設サービスの目標およびその達成期間、サービスの内容、サービ　　　　　　

　　　　スを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。

　　　　②必要に応じて施設サービス計画を変更します。

　　　　③施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明し

　　　　　ます。

（介護老人福祉施設サービスの内容）

第４条　事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サー

　　　ビス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サー

　　　ビス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサ

　　　ービスを提供します。

　　２　利用者が利用できるサービスの種類は契約書別紙のとおりです。事業者は契

　　　約書別紙に定めた内容について、利用者および契約者に説明します。

　　３　事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入居者等の生命または

　　　身体を保護するため、やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。

（要介護認定の申請に係る援助）

第５条　事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助

　　　します。

　　２　事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって

　　　行います。

（サービスの提供の記録）

第６条　事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することと

　　　し、これをこの契約終了後５年間保管します。

　　２　契約者は、９時から１７時の間に事務室にて、当該利用者に関する前項のサ

　　　ービス実施記録を閲覧できます。

　　３　契約者は、当該利用者に関する第１項のサービス記録の複写物の交付を受け

　　　ることができます。ただし、実費相当の費用負担を支払います。

指定介護老人福祉施設の施設介護サービス利用契約書



（料　金）

第７条　利用者または契約者は、サービスの対価として契約書別紙に定める利用単位

　　　毎料金をもとに計算された月ごとの合計金額を支払います。

　　２　事業者は、当月の料金合計額の請求書に明細を付して、翌月２０日までに利

　　　　用者又は契約者に通知を発送します。

　　３　利用者または契約者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに事業者が指定

　　　　する方法で支払うものとします。

　　４　事業者は、利用者または契約者から料金の支払いを受けたときは、利用者ま

　　　たは契約者に対し領収書を発行します。

 （契約の終了）

第８条　利用者は、事業者に対して７日間の予告期間をおいて、文書で通知すること

　　　により、この契約を解約することができます。

　　２　次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、３０日間の予告期間

　　　をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

　　　①利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく ３ｹ月以上遅滞し、料

　　　　金を支払うよう催告したにもかかわらず７日間以内に支払われない場合　

　　　②利用者が病院または診療所に入院し、明らかに ３ｹ月以内に退院できる見込　

　　　みがない場合または入院後 ３ｹ月経過しても退院できないことが明らかになっ

　　　た場合

　　　③利用者の行動が、他の入居者や事業者またはサービス従業者に対して、生命

　　　　または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、施設において十分な介護を尽

　　　　くしてもこれを防止できない場合

　　　④利用者が、重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺の恐れが極めて大きく施設

　　　　において十分な介護を尽くしてもこれを防止できない場合

　　　⑤利用者が、他の入居者や事業者またはサービス従業者に対して、この契約を

　　　　継続し難いほどの背信行為を行った場合

　　　⑥　やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合

　　３　利用者が、要介護認定の更新で自立または要支援と認定された場合、所定の

　　　　期間の経過をもってこの契約は終了します。

　　４　次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

　　　①利用者が、他の介護保険施設に入所した場合

　　　②利用者が、死亡した場合

（退所時の援助）  

第９条　事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の

　　　希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のた

　　　めに必要な援助を行います。

（秘密保持）

第10条　事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用

　　　者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。　　　

　　　この守秘義務は契約終了後も同様です。

　　２　事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等

　　　に対し、利用者の個人情報を提供しません。



（賠償責任）

第11条　事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由によ　

　　　　り利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその

　　　　損害を賠償します。

（連絡義務）

第12条　事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡

　　　　先に、可能な限り速やかに連絡するとともに、医師に連絡を取る等必要な処

　　　　置を行います。

（相談・苦情対応）

第13条　事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備

　　　　またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

（契約者）

第14条　契約者（身元引受人）は、この契約から生じる一切の債務について、利用者

　　　　と連帯して債務履行の責を負うものとします。

（本契約に定めのない契約）

第15条　利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

　　２　この契約に定めのない事項については介護保険法令その他諸法令の定めると

　　ころを尊重し、事業者、契約者、及び利用者との間で誠意を持って協議の上処理

　　します。

　　　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が記名捺印の上、

　　各１通保有するものとします。

令和　　年　　月　　日

事　業　者 住　所 秋田県潟上市昭和大久保

　　　　　　　 　　字北野海老漉沼端74番地3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

             　        　 氏　名 　社会福祉法人昭和ふくし会

　

                   　                      　　　 理事長　　　杉山　和　   　 印

                     　  利　用　者 住　所

    　　　　　　　　　　　　　　　             　 
氏　名 印

契　約　者 住　所 　　　　　　　　　　　

 （身元引受人）                                         
                         　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 印



（空床利用型短期入所生活介護含）

１．事業者

    設置者の名称  社会福祉法人昭和ふくし会

    運営者の名称　社会福祉法人昭和ふくし会

    運営者代表名　理事長　　杉山　和

　　所在地　　　   　秋田県潟上市昭和大久保字北野海老漉沼端７４番地３

　　他の主な事業 ユニット型特別養護老人ホーム昭寿苑くおん（定員30名）

短期入所生活介護(専用　14名)

ユニット型ショートスティホーム（空床利用型）

通所介護（定員　30名）

居宅介護支援事業

在宅介護支援センター

2.事業の目的と運営方針

　　　事業の目的

　　老人福祉法の基本理念、介護老人福祉施設の果たすべき役割を認識し、入所者・家族・地

　域の人々の積極的な援助と協力の中で、施設入所者の処遇の向上を図り、入所者の「生活の

　場」としての機能と、生活の質の充実に努める。

　　地域の機関・団体などと連絡連携を密にして、地域福祉における公私の役割分担を明確にし

　ながら、地域住民に対する福祉サービスの拠点としての機能と内容の充実に努める。

　　これらの機能を充分に果たすため、勤務環境の充実・改善などを図りながら、職員の志気高

　揚に配慮しつつ、魅力ある職場づくりに努める。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　運営方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  １　入所者の高齢化、重度化に対応した処遇を確立するとともに、入所者への「生活の質」の向

　　　上のための処遇実践を行い、自らのサービス内容を客観的に評価し、より充実した福祉サー

　　　ビスの実現をめざし、多様なニーズを内在する高齢社会を支えうる、福祉マンパワーの充実

　　　・確保に全力を挙げて取り組むとともに、福祉機器の積極的な活用や労働条件の改善など

　　　を通じて、施設が入所者・家族はもちろんのこと役職員にとっても、一層魅力ある施設となる

　　　べく努力します。

　２  施設機能のあり方についてさらに実践と研鑽を重ね、地域福祉の核としての施設のこれまで

　　　の実績と役割を更に発展させるべく努力し、住民のニーズに応えた福祉サービスの提供に

　　　努めるとともに、策定等に参画した老人保健福祉計画・地域福祉活動計画の実施状況を把

　　　握しながら、地域福祉の発展に寄与する。

　３  施設が地域における老人福祉サービスの担い手としてその社会的責務を自覚し、施設経営・

　　　運営の一層の適正化に努めるとともに、住民の期待と信頼に応える施設づくりをめざします｡

３．施設の概要

　　施設の名称 特別養護老人ホーム昭寿苑（空床利用型短期入所生活介護含）

　　施設種別 指定介護老人福祉施設

　　施設長　　　菅原　則次

　　開設年月日　昭和５４年４月１日

　　所在地　　　　秋田県潟上市昭和大久保字北野海老漉沼端７４番地３

　　　　　　　　　　　　　　　電話　018-877-6411　FAX. 018-877-6412 

　　交通の便　　ＪＲ奥羽本線　大久保駅下車　車１０分　

       指定介護老人福祉施設　
　特別養護老人ホーム昭寿苑重要事項説明書

         　　　　　　　　　　　当施設は介護保険の指定を受けています。

        　　　　　　　　　　　（秋田県指定　第 ０ ５ ７ ２ ３ ５ ０ ３ ４ ６ 号）



　　敷地概要　　９，８４６㎡

　　建物概要　　１，９０８．６２㎡（耐火構造１階建て）

　　定　　員　　５０人（空床利用型）

　　（１）居室　定員４人（空床型）

　　（２）主な共用施設

　 （３）その他

　　  　各個人用ベット、トイレ、浴室にナースコール設備の設置

４．サービスの内容

　　　介護サービス 巡回、排泄介助、入浴介助、移動介助、衣類着脱、その他

　　　生活サービス 清掃、洗濯、買い物代行、役所手続き、その他

　　　食事の提供 栄養士が身体状況に配慮した献立を立てます。それに加えて

季節感を取り入れ、楽しんでいただける食事を提供します。

　朝　食、７：３０～　昼　食、１２：００～　夕　食、１７：００～

　　　健康管理 嘱託医による回診、健康診断、健康相談、生活指導、その他

　　　金銭管理 入所者預かり金保管取扱要綱に基づき行います。

　　　その他 各種行事、趣味創作活動

５．料　金

　（１）介護保険給付内サービス

　　　基本料金/１日当たりの自己負担額（１割負担）

介護度１ 589 円 介護度２ 659 円

介護度３ 732 円 介護度４ 802 円

介護度５ 871 円

　　　　　　・精神医療養指導加算 5 円 ・サービス提供体制加算Ⅱ18円

　　　　　　・夜勤職員配置加算Ⅰ 22 円 ・看護体制加算Ⅰ 6 円

　　　　　　・初期加算 30 円
　　　　　　　（入所して30日間のみ） ・協力病院医療連携加算（月/50円）

　　　　　　・療養食提供の場合は別途　18円 ・介護職員処遇改善加算（月額14％）

　　　　基本料金/１日当たりの自己負担額（2割負担）

介護度１ 1,178 円 介護度２ 1,318 円

介護度３ 1,464 円 介護度４ 1,604 円

介護度５ 1,742 円

　　　　　　・精神医療養指導加算 10 円 ・サービス提供体制加算Ⅱ36円

　　　　　　・夜勤職員配置加算Ⅰ 44 円 ・看護体制加算Ⅰ 12 円

　　　　　　・初期加算 60 円
　　　　　　　（入所して30日間のみ） ・協力病院医療連携加算（月/100円）

　　　　　　・療養食提供の場合は別途　36円 ・介護職員処遇改善加算（月額14％）

　　　　基本料金/１日当たりの自己負担額（3割負担）

介護度１ 1,767 円 介護度２ 1,979 円

介護度３ 2,196 円 介護度４ 2,406 円

介護度５ 2,613 円

　　　　　　・精神医療養指導加算 15 円 ・サービス提供体制加算Ⅱ54円

　　　　　　・夜勤職員配置加算Ⅰ 66 円 ・看護体制加算Ⅰ 18 円

１．玄関ホール　  ４．医務室             ７．食堂・ホール  10．トイレ・洗面所

２．事務室          ５．浴室 ８．洗濯室 11．機能訓練室

３．介護職員室   ６．図書・談話室 ９．静養室 12．霊安室



　　　　　　・初期加算 90 円
　　　　　　　（入所して30日間のみ） ・協力病院医療連携加算（月/150円）

　　　　　　・療養食提供の場合は別途　54円 ・介護職員処遇改善加算（月額14％）

  （２）介護保険給付外サービス（食費・居住費）

　　　　　　・食 　費　　１日当たり 1,445 円

　　　　　　・居住費　　１日当たり 915 円

　　　　　　　　（食費、居住費は本人の収入により減免制度あり、別表参照）

  　　介護保険給付外（特別なサービス）

　　　　　　・金銭管理 通帳・手持ち金等は１日３０円で管理いたします。

　　　　　　・特別な食事代は実費とします。

  　　　    ・理美容　　 理容組合により、月２回の利用できます。 (料金　１回 2,000円)

　　　　　　・クラブ活動　個人製作材料費については実費とします。

　　　　　　・ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ　　利用者の希望により、苑外散歩、レクリェーションなどを行います。

掛る経費（入場料、拝観料など）については実費とします。　　　

　　　　　　・私物洗濯　 毛皮、着物など施設内でできないものは実費とします。

　　　　　  ・その他日常生活に要する費用で本人に負担していただくことが適当であるものとします。

　　　　　　・入所期間中に入院、または自宅等に外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付

　　　　　　　の扱いに応じた料金となりますのでご了承ください。

　　　　　　・居室の明け渡しまでの期間に係る料金(契約終了後も居室を明け渡さない場合等)

　　　　　　・入院、外泊時加算　246円/1日（6日限度・月をまたぎ12日間が上限）

別表

６．協力医療機関と医療

（１）医療機関の名称　医療法人仁政会　杉山病院

　　　院　長　名　　　猪股　良之

      所　在　地      秋田県潟上市昭和大久保字北野出戸道脇４１番地

      電話番号　　　　０１８－８７７－６１４１

　　　診療科目　　　　内科、精神科

　　　協力契約の内容　１．入所者の定期的な回診（月６回、１回２時間）

２．入所者が急変した場合の緊急的措置

３．入所者が入院治療が必要となった場合の入院及び医療機関の紹介

（２）入所者の医療　 1 .病気やけがの治療は、事業者の嘱託医、協力医療機関または、

　　　　　　　  　　　　　　　　　入所者が選択する医療機関で受けていただくことになります。

　　　　　　  　　　　　　　　　　医療費は、加入する医療保険制度の定めにより給付され、利用者

　　　　  　　　　　　　　　　　　の負担となります。

２．通院時、入退院の移送は致しますが、入院中の付き添いは致しません。

食費 居住費
・　世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・　生活保護を受給している方等

・　世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得

　　金額と年金収入額の合計が８０万円以下の方

・　世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得

　　金額と年金収入額の合計が８０万円超120万円以下の方

・　世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得

　　金額と年金収入額の合計が120万円を超える方

・　本人が市民税非課税で、世帯員に市民税課税者がいる方

・　本人が市民税課税の方

・　配偶者が市民税課税の方（世帯が分離している配偶者を含む）

自己負担額（日額）

第1段階 ３００円 ０円

第2段階 ３９０円 430円

第3段階
（1）

６５０円 430円

第3段階
（2）

１，３６０円 430円

第4段階 1，４４５円 915円



（３）定期的な １． 情報共有の目的 協力医療機関との連携を強化し、入所者の健康管理と医療

　　 会議を開催 　　の質を向上させるために、病歴や治療情報を共有します。

２．情報共有の範囲 入所者の個人情報および医療情報は、協力医療機関と共

　　有されますが、法律および規則に基づき、適切に保護されます。

３．定期会議の開催 当施設と協力医療機関との間で、定期的に会議を開催し、

　　入所者の病歴や治療情報の共有を行います。

７．職員の配置と勤務体制

　　　　　　以下は入所定員５０名と短期入所１４名を含む体制です。

　　　　　　　（職　　種）　　　　　　　　　　（職員数） 　　　　　　　（夜間体制）         

　　　　施設長　　　 1 名

　　　　医師（嘱託医）　　　　 1 名以上

　　　　生活相談員　　　　　     1 名以上

　　　　介護職員　　　　    18 名以上

　　　　介護員パート    3 名以上 3 名

　　　　看護職員　　　 3 名以上

　　　　栄養士　　　　　　 1 名

　　　　管理栄養士　　　　　　 1 名

　　　　調理員　　　　　　 4 名以上

　　　　調理員パート　　　 3 名

　　　　機能訓練指導員　　　 1 名以上(兼務)

　　　　介護支援専門員 1 名

　　　　事務職員　　　　　　　 2 名以上

　　　　庁務員兼運転手　　 1 名

　　　　庁務パート 1 名

　　　　宿日直員　　 2 名 1 名

    　（資格など）

　　　　　　 看護師 4 名 准看護師　　　　　1 名

　　　　 　　社会福祉主事 4 名 介護福祉士　　　　15 名

　　　　　　 栄養士　　 1 名

　　　　　　 管理栄養士　　 1 名

    　　　平均勤務体制（介護職員、看護職員等）

　　　　 　　早番　①② 　６：００～１５：００　　2名　　③　７：００～１６：００　1名

　　 　　　　日勤   　９：００～１８：００  　5名

　　 　　　　遅番  ① 　１０：００～１９：００   1名　　③　１３：００～２２：００　　1名

　　 　　　　夜勤    　１６：４５～９：１５　　2名  　　　 ２２：００～７：００　　 1名

            尚、看護職員は夜間自宅待機体制をとり、緊急時に勤務します。

８．非常防災時の対策

　（１）非常時の対応

　　　別に定める「特別養護老人ホーム昭寿苑　消防計画」により対応します。

  （２）非常通報の体制

　　　非常通報の体設は、非常通報装置により所轄消防署への通報及び施設職員への　

　　　連絡体制を確保しています｡

　（３）近隣との協力体制　

　　　昭和消防団第６分団、及び災害協力会の応援協力体制を確保していきます。　

　（４）防災訓練

　　　別に定める「特別養護老人ホーム昭寿苑　消防計画」により、年２回。

　　　夜間及び昼間を想定し、入所者の方も参加して実施します。

　（５）防災設備の概要　

　　　消火器、屋内消火栓、防火用具、非常口、避難場所、警報装置等災害防止と避難

　　　に関する設備を常に整備しております。



９.事故の対応、損害補償

　　　入所者に対するサービスの提供にあたり事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族
　　　等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、その顛末について記録します。

　　　事業者の責めに帰すべき事由において損害を及ぼした場合は、速やかに入所者

　　　に対する損害を賠償します。但し、入所者の重大な過失が認められた場合は、賠償

　　　額を減額することが出来ます。

１０.相談・苦情対応

　　　入所者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに

　　　関する入所者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

         「苦情受付窓口」

             入所者の皆様からの苦情は、面接、電話、書面等により苦情受付
             担当者が随時受付けいたします。

ア. 「秋田県福祉サービス相談支援センター｣  電話　018-864-2726

イ. ｢国民健康保険団体連合会」 電話　018-883-1550

ウ. 「潟上市長寿社会課」 電話　018-853-5323

その他 出身市町村においても相談出来ます。

秋田市 「秋田市役所 介護保険課」 電話　018-888-5672

男鹿市 「男鹿市役所　生活環境課　市民サービス班」 電話　0185-24-9111

五城目町 「健康福祉課　介護担当」 電話　018-852-5107 

井川町 「町民課　健康福祉班」 電話　018-874-4411（代）

八郎潟町 「福祉課」 電話　018-875-5808

三種町 「福祉課」 電話　0185-85-4816（代）

日高市 「長寿いきがい課」 電話　042-989-2111（代）

１１.施設利用の留意事項

　（１）来訪・面会（予約制）　

      来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度備え付けの面会簿に記入してください。

  （２）外出・外泊　
      外出の際には、必ず行き先及び帰苑時間並びに同行される氏名等を職員に申し出て下さい。

　（３）居室・設備・器具の使用

　　　施設内の居室・設備・器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用に

　　　より破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。

　（４）喫煙・飲酒　

      指定した場所にて喫煙・飲酒していただきます。

　　　尚、たばこ、ライター、アルコール類等は施設でお預かりします。

　（５）迷惑行為等　

      他の利用者や職員に対して迷惑行為等が続いた場合、家族と事業者双方で協議し、今後

      の処置を決めます。

　（６）所持品の管理

     　事故防止のために、自己管理ができない場合、施設が決められた場所にお預かりします。

　（７）現金等の管理　

　　　預り金の保管取扱要綱により、依頼書作成の上行います。

　（８）宗教・政治活動　　施設内での活動は一切ご遠慮いただきます。

　（９）動物飼育　ペット等の持ち込み、飼育はご遠慮いただきます。

　　   　１.　苦情受付担当者　 　岩　村　洋　一（　生活相談員　）

　　   　２.　苦情解決責任者　 　菅　原　則　次（　施　設　長　）

　　   　３.　第三者委員　（入所者の立場や特性に配慮し中立・公正な立場で話し合い

　　　　　　　　　　　　　　　　　に立会い、助言等を行う委員）
　　   　４.　苦情の受付方法

　　   　５.　本事業で解決できない苦情について次の委員会に申し立てることができます。



１２.　入所・退所

　　　入所は契約書、運営規程、管理規程等に基づき開始されます。また、契約書、運営規

　　程上の契約の解除項目に該当する場合は退所することになります。

　　(1)　入所者からの申し出があったとき(在宅復帰、他施設への入所等)

　　(2)  利用料の滞納

　　(３)  感染症疾患の罹患及び入院治療（3ヵ月以上）が必要なとき

　　(４)  他の入所者への影響が大きいとき

　　(５)　介護認定の更新により介護度が要支援、または自立と認定されたとき

１３．高齢者虐待防止について

　　　当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

　　　措置を講じます。

　　　①研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。

　　　②個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。

　　　③職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が

　　　　　利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

高齢者虐待対応窓口

１４．身体拘束について

　　　当施設では、原則として利用者に対して身体拘束を行ないません。ただし、自傷他害等

　　　のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと

　　　が考えられるときは、利用者・家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留

　　　意して、必要最小限の範囲内で行なうことがあります。その場合は、身体拘束を行なった

　　　日時、理由及び態様等についての記録を行ないます。また、施設として身体拘束をなく

　　　していくための取り組みを積極的に行ないます。

　　　①緊急性・・・直ちに身体拘束を行なわなければ、利用者本人または他人の生命・身体

　　　　　に対して危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

　　　②非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

　　　　　及ぶことを防止することができない場合に限ります。

　　　③一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

　　　　　場合は、直ちに身体拘束を解きます。

１５．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を

把握する取組の状況 　　2　　なし

実施日

第三者による評価の実施 評価機関名称

状況 結果の開示

　　2　　なし

実施日

結果の開示 1　　あり　　　　　　　　2　　なし

当施設虐待防止に関する責任書
　生活相談員　岩　村　洋　一
　℡　018-877-6411

　　1　　あり

　　　　　　1　あり　　　　　　　　　2　　なし

秋田県健康福祉部　長寿社会課 　℡　018-860-1361

潟上市地域包括支援センター 　℡　018-853-5318

　　1　　あり



令和　7　年　 月　 日

　指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

　を行いました。

     特別養護老人ホーム昭寿苑

　　　　　　　　　 説明者職員氏名  　生活相談員　　岩　村　洋　一 　　             　                           　　　 　　　　　印

　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設

　サービスの提供開始に同意しました。

　　　　　　　　　　　入　所　者 　　　　住　所　

                         　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　 印

                     入所者の家族等   住　所 　　　　　　　　　　　　　　                                              　　　　　　　　　　　　　　

  　                       （保佐人） 氏　名　　　　　　　　　  　　　　　印　　　　　　　　　様


